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『
詩
』
の
機
能
に
関
す
る
一
考
察

一
七

一
　
前
言

　
『
詩
』
は
殷
末
周
初
か
ら
春
秋
の
中
頃
に
か
け
て
黄
河
流
域
地
方

で
歌
わ
れ
た
歌
謡
を
揖
め
た
詩
集
で
あ
る
。
そ
の
詩
の
内
容
は
、
結

婚
を
言
祝
ぐ
歌
や
出
征
し
た
兵
士
の
歌
、
淫
奔
の
女
を
非
難
す
る
歌

な
ど
概
ね
単
純
に
し
て
勁
烈
で
あ
る
。
ま
た
、『
論
語
』「
陽
貨
」
に

「
多
く
鳥
獸
草
木
の
名
を
識
る
。（
多
識
於
鳥
獸
草
木
之
名
。）」
と
言

う
よ
う
に
動
植
物
の
名
を
数
多
く
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
鄘
風

「
相
鼠
」
も
そ
の
一
篇
で
あ
る
。「
相
鼠
」
は
、
鼠
の
体
の
構
成
要
素

で
あ
る
皮
・
歯
（
牙
）・
体
と
人
間
の
儀
・
止
・
礼
と
を
照
応
さ
せ
、

各
章
末
に
お
い
て
「
礼
儀
の
な
い
人
間
は
生
き
た
と
し
て
何
も
で
き

や
し
な
い
。（
人
而
無
儀
、
不
死
何
爲
。）」・「
人
間
と
し
て
節
度
の

な
い
者
は
、生
き
て
何
か
を
待
っ
た
と
し
て
も
ど
う
し
よ
う
も
な
い
。

（
人
而
無
止
、
不
死
何
俟
。）」・「
礼
の
な
い
人
間
は
さ
っ
さ
と
死
ん

『
詩
』
の
機
能
に
関
す
る
一
考
察

─
鄘
風
「
相
鼠
」
篇
を
手
掛
か
り
に
─

河　

野　

貴　

彦

だ
ほ
う
が
良
い
。（
人
而
無
禮
、
胡
不
遄
死
。）」
と
う
た
う
。
こ
の

う
た
は
後
世
、『
白
虎
通
』
や
『
左
傳
』、『
列
女
傳
』
等
の
書
物
に

引
用
さ
れ
て
お
り
、
広
く
人
々
の
目
に
触
れ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で

あ
る
疑
問
が
生
じ
る
。
そ
れ
は
、そ
う
し
た
典
籍
の
中
で
、な
ぜ『
詩
』

が
用
い
ら
れ
た
の
か
（
う
た
わ
れ
た
の
か
）、
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。

筆
者
は
こ
こ
に
『
詩
』
が
何
ら
か
の
機
能
を
有
し
て
お
り
、
そ
の
故

に
用
い
ら
れ
た
と
想
定
す
る
。
本
稿
は
、
そ
の
『
詩
』
の
機
能
が
如

何
な
る
も
の
で
あ
る
か
に
関
し
て
些
か
考
察
を
す
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
こ
こ
で
い
う
「
機
能
」
と
は
、「
そ
の
も
の
の
持
つ
効
用
・

は
た
ら
き
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　

本
稿
の
研
究
方
法
と
し
て
「
相
鼠
」
に
限
定
し
、
ま
ず
「
毛
傳
」

や
「
鄭
箋
」
等
の
主
要
な
『
詩
』
の
注
釈
を
一
瞥
し
、
各
注
釈
家
の

「
相
鼠
」
解
釈
の
立
場
を
確
認
す
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
こ
の
詩

を
引
用
す
る
他
の
文
献
を
精
査
し
、『
詩
』
の
注
釈
と
各
文
献
の
「
相
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鼠
」
解
釈
の
相
違
点
を
考
察
す
る
。

　

な
お
、
今
回
「
相
鼠
」
を
基
軸
に
据
え
た
理
由
は
、
本
稿
を
『
韓

詩
外
傳
』
研
究
を
行
う
準
備
と
し
て
行
う
為
で
あ
る
。『
韓
詩
外
傳
』

は
物
語
や
説
話
等
を
引
用
し
た
後
に
『
詩
』
を
引
用
す
る
文
献
で
あ

る
。
そ
の
中
で
「
相
鼠
」
は
九
回
引
用
さ
れ
る
。
こ
れ
は
『
韓
詩
外

傳
』
中
最
多
で
あ
る
。
無
論
、
必
ず
し
も
数
が
多
い
こ
と
が
重
視
し

て
い
る
と
い
う
証
拠
に
は
な
ら
な
い
が
、『
韓
詩
外
傳
』
を
研
究
す

る
上
で
指
摘
す
る
必
要
は
あ
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、『
韓
詩
外
傳
』

の
「
相
鼠
」
引
用
と
そ
れ
以
外
の
各
文
献
に
於
け
る
引
用
と
の
様
相

の
比
較
を
円
滑
に
行
う
為
の
研
究
で
も
あ
る
。

二
　
先
行
研
究
に
つ
い
て

　

各
文
献
に
お
け
る
引
『
詩
』
の
様
相
に
関
し
て
の
研
究
は
盛
ん
と

は
言
え
な
い（
１
）。

今
、代
表
的
な
先
行
研
究
と
し
て
、中
島
千
秋
氏
「
左

傳
の
引
用
詩
の
意
味
に
つ
い
て（
２
）」

を
挙
げ
そ
の
現
状
を
示
す
。
氏
は

そ
の
論
文
の
中
に
於
い
て
重
要
な
指
摘
を
行
う
。
そ
の
指
摘
を
、
次

の
三
点
に
ま
と
め
る
こ
と
が
出
来
る
。

　

①

元
来
詩
そ
の
も
の
は
［
詩
言
志
。］
と
舜
典
を
始
め
諸
書
に
見

え
て
い
る
や
う
に
、
そ
の
作
者
の
志
を
表
は
し
て
い
る
の
で
あ

る
が
、
こ
の
詩
を
賦
す
る
場
合
で
は
、
古
人
の
志
な
ら
ぬ
現
在

の
人
の
志
を
表
は
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
…
古
人
の
志
の
表
は

れ
た
古
詩
の
意
義
或
は
語
句
章
句
を
借
り
て
現
在
の
人
は
そ
の

志
を
そ
れ
等
に
潜
ま
せ
る
。

　

②

原
初
の
事
態
は
消
失
し
て
、
そ
の
場
の
行
動
や
事
件
或
は
思
想

を
附
加
さ
れ
て
引
か
れ
て
ゐ
る
。
…
そ
れ
が
自
己
の
意
見
の
論

証
と
し
て
引
用
さ
れ
る
場
合
は
、
己
の
思
想
の
正
し
さ
を
強
調

し
、
相
手
を
説
得
す
る
効
果
を
持
つ
。

　

③

古
詩
は
不
朽
の
真
理
性
を
持
っ
て
ゐ
る
。

　

筆
者
も
中
島
氏
の
立
場
に
首
肯
す
る
立
場
で
あ
る
。
し
か
し
、
氏

の
研
究
は
あ
く
ま
で
『
左
傳
』
に
限
定
し
た
引
『
詩
』
研
究
で
あ
り
、

他
の
文
献
に
お
い
て
も
同
様
の
指
摘
が
可
能
で
あ
る
か
、
と
い
う
問

題
が
残
る
。
本
稿
は
、
更
に
範
囲
を
拡
大
し
、
各
文
献
の
『
詩
』
の

引
用
の
様
相
を
洗
い
出
し
、『
詩
』
が
引
用
さ
れ
る
意
義
の
一
端
を

再
び
見
出
さ
ん
と
す
る
研
究
で
あ
る
。

三
　
古
注
及
び
新
注
に
お
け
る
「
相
鼠
」
の
解
釈

三
︱
一
　
古
注
の
解
釈

　

各
文
献
の
引
『
詩
』
の
様
相
を
考
察
す
る
準
備
と
し
て
、
伝
統
的

解
釈
に
沿
っ
て
「
相
鼠
」
が
如
何
な
る
う
た
で
あ
る
か
見
て
い
く
。
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左
に
示
し
た
う
た
が
「
相
鼠
」
全
文
で
あ
る
。
本
文
は
『
毛
詩
注

疏（
３
）』
に
従
う
。

　
　

相
鼠
有
皮
、
人
而
無
儀
。
人
而
無
儀
、
不
死
何
爲
。

　
　

相
鼠
有
齒
、
人
而
無
止
。
人
而
無
止
、
不
死
何
俟
。

　
　

相
鼠
有
體
、
人
而
無
禮
。
人
而
無
禮
、
胡
不
遄
死
。

　

畳
詠
法
を
用
い
、鼠（
４
）の

「
皮
」・「
歯
」・「
體
」
と
人
の
「
儀
」・「
止
」・

「
禮
」
と
を
照
応
さ
せ
、
そ
れ
ぞ
れ
で
韻
を
踏
ん
で
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
非
常
に
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
う
た
で
あ
る
。

〇
毛
傳　

小
序

相
鼠
、
刺
無
禮
也
。
衞
文
公
能
正
其
羣
臣
。
而
刺
在
位
承
先
君

之
化
、
無
禮
儀
也
。

相
鼠
は
、
無
禮
を
刺
る
な
り
。
衞
の
文
公
能
く
其
の
羣
臣
を
正

す
。
而
る
に
在
位
先
君
の
化
を
承
く
る
も
、
禮
儀
無
き
を
刺
る

な
り
。

　
「
毛
傳
」は「
相
鼠
」を
衛
の
文
公
の
事
績
を
う
た
っ
た
と
看
做
す
。

衛
の
文
公
が
群
臣
を
正
し
た
が
、
在
位
の
者
で
先
君
の
教
化
を
承
け

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
礼
儀
の
備
わ
っ
て
い
な
い
者
を
非
難
し
た
う

た
だ
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
刺
無
禮
」
の
対
象
が
「
在
位
」
の

者
だ
と
指
摘
す
る
。
な
お
、「
毛
傳
」
は
往
々
に
し
て
『
詩
』
の
解

釈
を
歴
史
と
結
び
付
け
て
行
う
傾
向
に
あ
る
。
こ
の
う
た
に
関
し
て

も
そ
れ
が
当
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
。

　

続
け
て
、

相
、
視
也
。
無
禮
儀
者
、
雖
居
尊
位
猶
爲
闇
昧
之
行
。

相
は
、
視
る
な
り
。
禮
儀
無
き
者
、
尊
位
に
居
る
と
雖
も
猶
ほ

闇
昧
の
行
ひ
を
爲
す
。

　
「
礼
儀
の
な
い
者
が
高
位
に
居
っ
た
と
し
て
も
、
正
し
い
行
動
を

と
ら
な
い
。」
と
注
す
る
。
つ
ま
り
、
文
公
の
事
績
を
歌
っ
た
詩
と

い
う
解
釈
を
踏
ま
え
て
、
正
し
い
行
い
を
す
べ
き
高
位
に
あ
る
者
に

先
見
の
明
が
な
い
実
情
を
譏
っ
た
う
た
で
あ
る
と
解
す
の
で
あ
る
。

で
は
、「
鄭
箋
」
は
ど
う
か
。

〇
鄭
箋儀

、
威
儀
也
。
視
鼠
有
皮
。
雖
處
高
顯
之
處
、
偷
食
苟
得
、
不

知
廉
恥
。
亦
與
人
無
威
儀
者
同
。

儀
は
、
威
儀
な
り
。
鼠
を
視
る
に
皮
有
り
。
高
顯
の
處
に
處
る

と
雖
も
、
偷
食
苟
得
し
て
、
廉
恥
を
知
ら
ず
ん
ば
、
亦
た
人
に

し
て
威
儀
無
き
者
と
同
じ
。
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「
鄭
箋
」
は
「
毛
傳
」
の
解
説
に
賛
同
し
、
さ
ら
に
敷
衍
し
た
説

明
を
加
え
る
。
ま
ず
、「
儀
」
と
は
「
威
儀
」
だ
と
解
す
。
次
に
、「
毛

傳
」
の
説
を
受
け
て
「
高
貴
な
位
に
い
て
も
、
無
駄
食
い
し
、
ご
ま

か
し
て
手
に
入
れ
る
。
廉
恥
を
わ
き
ま
え
な
い
の
で
あ
る
」と
言
う
。

具
さ
に
高
位
に
居
る
者
の
様
子
を
述
べ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
「
威

儀
が
無
い
者
と
同
じ
」
だ
と
非
難
す
る
の
で
あ
る
。

　

続
け
て
「
相
鼠
」
第
三
句
目
に
つ
い
て
、

人
以
有
威
儀
爲
貴
。
今
反
無
之
、
傷
化
敗
俗
、
不
如
其
死
無
所

害
也
。

人

威
儀
有
る
を
以
て
貴
と
爲
す
。
今
反
っ
て
之
無
く
、
化
を

傷
り
俗
を
敗
り
、
其
の
死

害
す
る
所
無
き
に
し
か
ざ
る
な
り
。

　

と
解
す
る
。「
威
儀
が
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
素
晴
ら
し
い
と
す

る
が
、
現
在
威
儀
は
な
い
。
社
会
道
徳
風
紀
を
損
な
う
な
ら
ば
、
死

ん
で
害
の
な
い
方
が
よ
い
。」と
言
い
、威
儀
の
重
要
性
を
説
く
。「
毛

傳
」
で
は
、「
死
ん
だ
ほ
う
が
ま
し
だ
」
と
は
明
言
し
な
い
が
、「
鄭

箋
」
は
具
体
的
に
言
及
し
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。

　
「
鄭
箋
」
の
後
、
唐
代
に
『
毛
詩
正
義
（
孔
疏
）』
が
現
れ
る
。
但

し
、
新
し
い
解
釈
は
提
示
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
本
稿
で
は
省
略
す

る
。

　

こ
こ
ま
で
古
注
を
確
認
し
た
。「
毛
傳
」
で
は
こ
の
詩
を
衛
文
公

の
事
績
に
つ
い
て
う
た
っ
た
も
の
と
し
て
解
釈
し
た
。「
鄭
箋
」は「
毛

傳
」
の
解
釈
を
踏
ま
え
、
高
位
に
居
る
者
に
威
儀
が
備
わ
っ
て
な
い

こ
と
を
非
難
す
る
う
た
だ
と
解
す
る
。「
孔
疏
」
に
お
い
て
は
特
出

す
べ
き
新
意
見
は
見
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
古
注
に
お
い
て
非
難
の

対
象
は
あ
く
ま
で
「
位
に
あ
る
者
」
で
あ
る
。

三
︱
二
　
新
注
の
説

　

新
注
の
解
釈
と
し
て
『
詩
集
傳（
５
）』（

以
下
「
集
傳
」）
を
取
り
上
げ

て
そ
の
内
容
を
確
認
す
る
。
注
を
左
に
示
す
。

（
第
一
章
）

興
也
。
相
、
視
也
。
鼠
、
蟲
之
可
賤
惡
者
。
言
視
彼
鼠
而
猶
必

有
皮
、
可
以
人
而
無
儀
乎
。
人
而
無
儀
、
則
其
不
死
亦
何
爲
哉
。

興
な
り
。
相
は
、
視
る
な
り
。
鼠
は
、
蟲
の
賤
惡
す
べ
き
者
な

り
。
言
ふ
こ
こ
ろ
は
彼
の
鼠
を
視
る
に
猶
ほ
必
ら
ず
皮
有
り
、

以
て
人
に
し
て
儀
無
か
る
べ
け
ん
や
。人
に
し
て
儀
無
く
ん
ば
、

則
ち
其
れ
死
せ
ず
し
て
亦
た
何
を
か
爲
さ
ん
や
。

（
第
二
章
）

興
也
。
止
、
容
止
也
。
俟
、
待
也
。

興
な
り
。
止
は
、
容
止
な
り
。
俟
は
、
待
つ
な
り
。
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（
第
三
章
）

興
也
。
體
、
支
體
也
。
遄
、
速
也
。

興
な
り
。
體
は
、
支
體
な
り
。
遄
は
、
速
や
か
な
り
。

　
「
集
傳
」
は
「
相
鼠
」
を
端
的
に
解
す
る
。
特
に
二
章
目
、
三
章

目
に
附
さ
れ
た
注
に
関
し
て
は
、
興
詩
で
あ
る
こ
と
の
指
摘
と
訓
詁

が
施
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

　

一
章
で
は
、「
鼠

蟲
之
可
賤
惡
者
。」
と
言
い
、
鼠
と
は
、「
卑
し

く
嫌
悪
さ
れ
る
動
物
」
だ
と
説
明
す
る
。
ま
た
、「
不
死
何
爲
」
に

つ
い
て
「
何
爲
哉
。」
と
注
し
て
い
る
点
か
ら
反
語
で
解
釈
す
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。
以
下
の
句
末
も
同
様
で
あ
る
。
二
章
の
「
止
」
に
関

し
て
、「
容
止
」
と
解
す
。「
容
止
」
と
は
、『
孝
經（
６
）』
に
「
容
止

觀

る
べ
し
。（
容
止
可
觀
。）」
と
あ
り
、
そ
の
「
注
疏
」
に
「
容
止
は
、

威
儀
な
り
。必
ら
ず
規
矩
を
合
は
せ
ば
則
ち
觀
る
べ
き
な
り
。（
容
止
、

威
儀
也
。
必
合
規
矩
則
可
觀
也
。）」
と
あ
る
。「
毛
傳
」
で
は
「
止

息
す
る
所
」
と
解
し
た
部
分
を
「
集
傳
」
で
は
、
止
＝
威
儀
と
い
う

解
釈
を
示
す
た
め
に
『
孝
經
』
の
文
言
を
援
用
し
た
点
に
着
目
し
た

い
。「
集
傳
」
は
鼠
の
体
の
構
成
─
皮
・
歯
（
牙
）・
体
が
あ
る
の
に

人
間
に
と
っ
て
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
─
威
儀
・
容
止
・
礼
儀
が

な
い
者
は
速
や
か
に
死
ん
だ
ほ
う
が
良
い
と
言
い
放
つ
。

　
「
集
傳
」
は
実
に
あ
っ
さ
り
と
し
た
無
難
な
解
釈
で
あ
る
。
高
位

の
者
の
礼
の
欠
如
を
非
難
す
る
う
た
と
解
す
る
古
注
に
対
し
、「
集

傳
」
は
身
分
の
限
定
は
せ
ず
、
人
と
し
て
持
つ
べ
き
「
威
儀
・
容
止
・

礼
儀
」
の
な
い
者
は
生
き
て
い
て
何
に
な
る
の
か
と
礼
無
き
も
の
を

非
難
す
る
う
た
だ
と
解
釈
す
る
。

　

以
上
、
古
注
と
新
注
と
を
確
認
し
た
。
こ
こ
で
、
も
う
一
度
そ
の

内
容
を
左
に
簡
単
に
ま
と
め
る
。

１
、
衛
文
公
の
事
績
を
歌
た
っ
た
う
た
。
─
毛
傳

２
、
高
位
に
在
る
礼
の
無
い
者
を
譏
る
う
た
。
─
鄭
箋
、
孔
疏

３
、（
地
位
等
を
限
定
せ
ず
）
礼
の
無
い
者
を
戒
め
る
う
た
。
─
集

傳

　
「
毛
傳
」
の
衛
の
文
公
の
史
実
と
結
び
付
け
た
解
釈
は
、「
鄭
箋
」

は
引
き
継
が
ず
、
ま
た
「
集
傳
」
は
「
毛
傳
」
の
文
公
の
事
績
だ
と

す
る
解
釈
や
「
鄭
箋
」
の
言
う
在
位
の
者
を
非
難
す
る
う
た
と
は
断

定
せ
ず
、
礼
の
な
い
者
を
非
難
し
戒
め
る
う
た
と
解
釈
す
る
点
が
特

徴
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、大
旨
は
「
礼
無
き
も
の
を
譏
る
う
た
」

と
い
う
解
釈
で
大
差
は
な
い
。

四
　
各
文
献
に
み
ら
れ
る
「
相
鼠
」

　

こ
の
「
相
鼠
」
は
後
世
、
諸
文
献
に
引
用
さ
れ
る
形
で
確
認
す
る

こ
と
も
で
き
る
。
概
ね
「
礼
無
き
も
の
を
譏
る
う
た
」
と
し
て
よ
ま
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れ
る
も
の
の
、
う
た
わ
れ
る
場
面
や
状
況
は
異
な
る
。
こ
こ
で
一
つ

の
疑
問
が
生
じ
る
。
そ
れ
は
、
な
ぜ
『
詩
』
句
が
各
文
献
で
引
用
さ

れ
る
の
か
、と
い
う
点
で
あ
る
。
先
に
結
論
め
い
た
こ
と
を
示
せ
ば
、

人
々
は
『
詩
』
句
を
自
由
に
持
ち
出
し
て
解
釈
し
、
そ
こ
に
自
ら
の

主
張
を
託
言
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、『
詩
』
は
そ
の

時
代
に
於
い
て
あ
る
一
定
の
権
力
を
有
し
、
説
得
の
手
段
─
筆
者
は

こ
れ
を
「『
詩
』
の
説
得
様
式
」
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

と
し
て

有
効
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
そ
こ
で
、
そ
れ
ら
を
分
類
す
る
こ
と
で

『
詩
』
が
各
文
献
に
お
い
て
如
何
に
解
釈
さ
れ
た
か
、
換
言
す
れ
ば

如
何
な
る
機
能
が
あ
っ
た
の
か
、
各
文
献
の
引
用
状
況
を
確
認
す
る

こ
と
で
、
そ
の
一
端
を
明
ら
か
に
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る

に
至
っ
た
次
第
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、『
詩
』
が
各
文
献
に
お
い
て
如
何
に
引
用
・
解
釈
さ
れ

た
か
、
如
何
な
る
機
能
が
あ
っ
た
の
か
、
ど
う
い
っ
た
場
面
で
う
た

わ
れ
た
か
等
そ
の
内
容
を
確
認
す
る
。

四
︱
一
　
外
交
手
段
と
し
て
の
引
詩

　

次
に
示
す
『
左
傳
』
は
、
外
交
の
為
に
や
っ
て
来
た
相
手
の
無
礼

を
諫
め
る
際
に
『
詩
』
句
が
使
わ
れ
た
場
面
で
あ
る
。

齊
慶
封
來
聘
。
其
車
美
。
孟
孫
謂
叔
孫
曰
、
慶
季
之
車
、
不
亦

美
乎
。
叔
孫
曰
、
豹
聞
之
、
服
美
不
稱
、
必
以
惡
終
。
美
車
何

爲
。
叔
孫
與
慶
封
食
不
敬
。
爲
賦
相
鼠
、
亦
不
知
也
。

齊
の
慶
封
來
聘
す
。
其
の
車

美
な
り
。
孟
孫

叔
孫
に
謂
ひ
て

曰
は
く
、「
慶
季
の
車
、亦
た
美
な
ら
ず
や
」
と
。
叔
孫
曰
は
く
、

「
豹

之
を
聞
く
、
服
の
美
な
る
こ
と
稱
は
ず
ん
ば
、
必
ら
ず
惡に
く

ま
る
を
以
て
終
は
る
、と
。車
を
美
に
し
て
何
を
か
爲
さ
ん
」と
。

叔
孫

慶
封
と
食
す
る
も
敬
あ
ら
ず
。
爲
に
相
鼠
を
賦
す
も
、

亦
た
知
ら
ざ
る
な
り
。



（『
左
傳
』
襄
二
十
七
年（
７
））

　

襄
公
二
十
七
年
、
会
食
の
際
に
不
敬
を
働
い
た
慶
封
に
対
し
て
叔

孫
（
穆
叔
）
が
「
相
鼠
」
を
賦
し
て
暗
に
譏
っ
た
が
、
慶
封
は
そ
の

意
味
が
分
か
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。
杜
預
は「
慶
封
不
知
此
詩
爲
己
。

言
其
闇
甚
。（
自
分
に
向
け
ら
れ
た
詩
だ
と
分
か
ら
な
か
っ
た
。『
詩
』

に
疎
い
こ
と
こ
の
上
な
い
。）」
と
注
す
る
。
政
治
の
場
で
、
相
手
を

諫
め
る
際
に
『
詩
』
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
主
人
と

客
と
の
間
で
守
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
礼
の
欠
如
を
「
相
鼠
」
を
以

て
非
難
す
る
の
で
あ
り
、
彼
の
「
不
知
詩
」
に
対
す
る
杜
注
の
「
闇

甚
」
と
は
非
常
に
冷
淡
な
評
価
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
時
代
に
於

い
て
『
詩
』
が
重
要
な
教
養
で
あ
っ
た
と
窺
え
る
。
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四
︱
二
　
夫
婦
間
に
於
け
る
引
詩

妻
得
諫
夫
者
、
夫
婦
一
體
、
榮
恥
共
之
。『
詩
』
云
、「
相
鼠
有

體
、人
而
無
禮
。
人
而
無
禮
、胡
不
遄
死
。」
此
妻
諫
夫
之
詩
也
。

諫
不
從
、
不
得
去
之
者
、
本
娶
妻
、
非
爲
諫
正
也
。
故
一
與
齊
、

終
身
不
改
。
此
地
無
去
天
之
義
也
。

妻
夫
を
諫
む
る
を
得
た
る
者
、
夫
婦
一
體
、
榮
恥
之
を
共
に
す
。

『
詩
』
に
云
ふ
、「
鼠
を
相
る
に
體
有
り
、
人
に
し
て
禮
無
か
ら

ん
や
。人
に
し
て
禮
無
く
ん
ば
、胡
ぞ
遄
や
か
に
死
せ
ざ
る
」と
。

此
れ
妻

夫
を
諫
む
る
の
詩
な
り
。
諫
む
る
も
從
は
ず
、
去
る

を
得
ざ
る
の
者
は
、
本
と
妻
を
娶
り
て
、
諫
正
を
爲
す
に
非
ざ

る
な
り
。
故
に
一
に
齊
を
與
ふ
る
も
、
身
を
終
ふ
る
ま
で
改
め

ず
。
此
れ
地
天
を
去
る
無
き
の
義
な
り
。



（『
白
虎
通
』「
諫
諍（
８
）」）

　

前
掲
『
左
傳
』
で
は
、
外
交
の
場
で
相
手
が
不
敬
を
働
い
た
こ
と

に
対
す
る
諫
め
の
た
め
に
「
相
鼠
」
が
用
い
ら
れ
た
。
し
か
し
、
こ

の
『
白
虎
通
』
で
は
「
夫
を
諫
め
る
詩
」
と
し
て
「
相
鼠
」
を
引
用

す
る
。『
詩
毛
氏
傳
疏（
９
）』
に
も
「『
白
虎
通
義
』「
諫
諍
篇
」
に
云
ふ
、

『
妻
の
夫
を
諫
る
の
詩
』
と
は
當
に
「
魯
詩
」
に
本
づ
く
べ
し
。『
左

氏
傳
』
と
合
は
ず
。」
と
言
う
。『
列
女
傳
』
は
往
々
に
し
て
魯
詩
系

解
釈
を
用
い
る
傾
向
に
あ
る
た
め
、『
左
傳
』
と
は
解
釈
が
異
な
る

と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、「
相
鼠
」
を
引
用
す
る
状
況
が

そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。
状
況
は
異
な
れ
ど
ど

ち
ら
も
諫
め
諭
す
う
た
で
あ
る
。
ま
た
、
王
先
謙
は
、「
後
世
、
す

べ
て
無
礼
の
者
を
刺
る
詩
と
し
、
人
々
は
よ
く
こ
れ
を
口
ず
さ
ん

だ）
（1
（

。」
と
注
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
自
身
の
主
張
の
換
言
若
し
く
は

そ
の
裏
付
け
と
し
て
『
詩
』
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。

四
︱
三
　
君
臣
間
に
於
け
る
引
詩

今
君
之
見
秦
王
也
、
因
嬖
人
景
監
以
爲
主
、
非
所
以
爲
名
也
。

相
秦
不
以
百
姓
爲
事
、
而
大
築
冀
闕
、
非
所
以
爲
功
也
。
刑
黥

太
子
之
師
傅
、
殘
傷
民
以
駿
刑
。
是
積
怨
畜
禍
也
。
教
之
化
民

也
深
於
命
、
民
之
效
上
也
捷
於
令
。
今
君
又
左
建
外
易
、
非
所

以
爲
教
也
。
君
又
南
面
而
稱
寡
人
、
日
繩
秦
之
貴
公
子
。『
詩
』

曰
、『
相
鼠
有
體
、
人
而
無
禮
。
人
而
無
禮
、
何
不
遄
死
。』
以

詩
觀
之
、
非
所
以
爲
壽
也
。
公
子
虔
杜
門
不
出
已
八
年
矣
。
君

又
殺
祝
懽
而
黥
公
孫
賈
。
詩
曰
、『
得
人
者
興
、
失
人
者
崩
。』

此
數
事
者
、
非
所
以
得
人
也
。

今
君
の
秦
王
に
見
ゆ
る
に
、
嬖
人
景
監
に
因
り
て
以
て
主
と
爲

す
は
、
名
を
爲
す
所
以
に
非
ざ
る
な
り
。
秦
に
相
と
し
て
百
姓

を
以
て
事
を
爲
さ
ず
し
て
、
大
い
に
冀
闕
を
築
く
は
、
功
を
爲

す
所
以
に
非
ざ
る
な
り
。
太
子
の
師
傅
を
刑
黥
し
、
民
を
殘
傷
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す
る
に
駿
刑
を
以
て
す
。
是
れ
怨
を
積
み
禍
を
蓄
ふ
る
な
り
。

教
の
民
を
化
す
る
や
命
よ
り
も
深
く
、
民
の
上
に
效
ふ
や
令
よ

り
も
捷
し
。
今
君
又
左
建
外
易
す
る
は
、
教
を
爲
す
所
以
に
非

ざ
る
な
り
。
君
又
南
面
し
て
寡
人
と
稱
し
、
日
に
秦
の
貴
公
子

を
繩
す
。『
詩
』
に
曰
は
く
、『
鼠
を
相
る
に
體
有
り
、
人
に
し

て
禮
無
か
ら
ん
や
。
人
に
し
て
禮
無
く
ん
ば
、
何
ぞ
遄
や
か
に

死
せ
ざ
る
』
と
。
詩
を
以
て
之
を
觀
れ
ば
、
壽
を
爲
す
所
以
に

非
ざ
る
な
り
。
公
子
虔
門
を
杜と

ぢ
て
出
で
ざ
る
こ
と
已
に
八

年
な
り
。君

又
祝
懽
を
殺
し
て
公
孫
賈
を
黥
す
。詩
に
曰
は
く
、

『
人
を
得
る
者
は
興
り
、
人
を
失
ふ
者
は
崩
る
』
と
。
此
の
數

事
は
、
人
を
得
る
所
以
に
非
ざ
る
な
り
。



（『
史
記
』「
商
君
列
傳）
（（
（

」）

　
「
礼
の
備
わ
ら
ざ
る
行
為
は
人
々
の
心
を
得
る
も
の
で
は
な
い
。

も
し
礼
が
無
け
れ
ば
「
相
鼠
」
で
う
た
わ
れ
る
よ
う
に
命
長
く
は
な

い
で
し
ょ
う
」
と
趙
良
が
自
分
の
意
見
を
述
べ
た
後
、
そ
の
具
体
例

と
し
て
『
詩
』
句
を
以
て
商
君
に
進
言
す
る
。
君
を
諫
め
納
得
さ
せ

る
際
に
『
詩
』
を
手
段
と
し
て
使
用
す
る
。
つ
ま
り
、『
詩
』
句
を

賦
す
相
手
が
商
君
で
あ
る
よ
う
に
、
自
分
よ
り
身
分
が
上
の
者
を
諫

め
る
際
に
も
使
用
で
き
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
引
『
詩
』
に
は
強

い
訴
求
力
が
存
す
る
と
言
え
よ
う
。

四
︱
四
　
師
弟
間
に
於
け
る
引
詩

言
偃
復
問
曰
、「
如
此
乎
禮
之
急
也
。」
孔
子
曰
、「
夫
禮
、
先

王
以
承
天
之
道
、
以
治
人
之
情
。
故
失
之
者
死
、
得
之
者
生
。

詩
曰
、『
相
鼠
有
體
、
人
而
無
禮
。
人
而
無
禮
、
胡
不
遄
死
。』

是
故
夫
禮
、
必
本
於
天
、
殽
於
地
、
列
於
鬼
神
、
達
於
喪
祭
、

射
御
、
冠
昏
、
朝
聘
。
故
聖
人
以
禮
示
之
。
故
天
下
國
家
可
得

而
正
也
。」

言
偃

復
た
問
ひ
て
曰
は
く
、「
此
く
の
如
き
か
禮
の
急
な
る
や
」

と
。
孔
子
曰
は
く
、「
夫
れ
禮
は
、先
王
以
て
天
の
道
を
承
け
て
、

以
て
人
の
情
を
治
む
。
故
に
之
を
失
ふ
者
は
死
し
、
之
を
得
る

者
は
生
く
。
詩
に
曰
は
く
、『
鼠
を
相
る
に
體
有
り
、
人
に
し

て
禮
無
か
ら
ん
や
。
人
に
し
て
禮
無
く
ん
ば
、
胡
ぞ
遄
や
か
に

死
せ
ざ
る
』
と
。
是
の
故
に
夫
れ
禮
は
、必
ら
ず
天
に
本
づ
き
、

地
に
殽
ひ
、
鬼
神
に
列
し
、
喪
祭
・
射
御
・
冠
昏
・
朝
聘
に
達

す
。
故
に
聖
人
禮
を
以
て
之
に
示
す
。
故
に
天
下
國
家

得
て

正
し
く
す
べ
き
な
り
」
と
。



（『
禮
記
』「
禮
運）
（1
（

」）

　

孔
子
は
、
礼
が
備
わ
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
権
勢
あ
る
者
で
も
周
り

が
離
反
し
、
災
い
を
有
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
、
つ
い
に
は
滅
び
る

と
い
う
。「
之
者
死
、
得
之
者
生
」
に
対
す
る
証
拠
と
し
て
「
相
鼠
」



『
詩
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五

を
用
い
て
子
游
に
説
得
す
る
。
弟
子
の
質
問
に
対
し
て
自
説
の
根
拠

と
し
て
『
詩
』
の
句
を
引
用
し
て
具
体
的
に
解
説
し
、
そ
の
上
で
そ

れ
こ
そ
が
聖
人
に
必
要
な
も
の
な
の
だ
と
論
を
展
開
す
る
の
で
あ

る
。
子
游
が
こ
の
「
相
鼠
」
の
う
た
の
内
容
を
理
解
し
て
い
る
こ
と

が
こ
の
引
『
詩
』
の
前
提
で
あ
る
。

四
︱
五
　
人
物
評
価
と
し
て
の
引
詩

晉
趙
鞅
圍
衞
、
報
夷
儀
也
。
初
衞
侯
伐
邯
鄲
午
於
寒
氏
、
城
其

西
北
而
守
之
、
宵
熸熸
。
及
晉
圍
衞
、
午
以
徒
七
十
人
門
於
衞
西

門
、
殺
人
於
門
中
曰
、
請
報
寒
氏
之
役
。
渉
佗
曰
、
夫
子
則
勇

矣
。
然
我
往
、
必
不
敢
啟啟
門
。
亦
以
徒
七
十
人
、
旦
門
焉
。
步

左
右
皆
至
而
立
如
植
。
日
中
不
啟啟
門
。
乃
退
反
役
、
晉
人
討
衞

之
叛
故
曰
、
由
渉
佗
成
何
、
於
是
執
渉
佗
以
求
成
於
衞
。
衞
人

不
許
。
晉
人
遂
殺
渉
佗
。
成
何
奔
燕
。
君
子
曰
、此
之
謂
棄
禮
。

必
不
鈞
。
詩
曰
、「
人
而
無
禮
、
胡
遄
不
死
。」
渉
佗
亦
遄
矣
哉
。

晉
の
趙
鞅
衞
を
圍
む
は
、
夷
儀
に
報
ゆ
る
な
り
。
初
め
衞
侯

邯
鄲
の
午
を
寒
氏
に
伐
ち
、
其
の
西
北
に
城
き
て
之
に
守
と
し

て
、
宵
に
熸熸き

ゆ
。
晉
の
衞
を
圍
む
に
及
び
、
午

徒
七
十
人
を

以ひ
き

ゐ
て
衞
の
西
門
を
門せ

め
、
人
を
門
中
に
殺
し
て
曰
は
く
、「
請

ふ
寒
氏
の
役
に
報
い
ん
こ
と
を
」
と
。
渉
佗
曰
は
く
、「
夫
子

は
則
ち
勇
な
り
。
然
れ
ど
も
我
往
か
ば
、
必
ら
ず
敢
へ
て
門
を

啟啟
か
ず
」
と
。
亦
た
徒
七
十
人
を
以
ゐ
て
、
旦
に
焉
を
門
む
。

左
右
に
歩
み
皆
至
り
て
立
つ
こ
と
植
う
る
が
ご
と
し
。
日
中
門

を
啟啟
か
ず
。
乃
ち
退
き
て
役
よ
り
反
り
、
晉
人

衞
の
叛
く
が

故
を
討
ね
て
曰
は
く
、「
渉
佗
・
成
何
に
由
る
」
と
。
是
に
於

て
渉
佗
を
執
へ
て
以
て
成
を
衞
に
求
む
。
衞
人
許
さ
ず
。
晉
人

遂
に
渉
佗
を
殺
す
。
成
何
燕
に
奔
る
。
君
子
曰
は
く
、「
此
れ

を
之
れ
禮
を
棄
つ
と
謂
ふ
。
必
ら
ず
鈞ひ
と

し
か
ら
ず
。
詩
に
曰
は

く
、「
人
に
し
て
禮
無
く
ん
ば
、胡
ぞ
遄
や
か
に
死
せ
ざ
る
」
と
。

渉
佗
も
亦
た
遄
や
か
な
る
か
な
。



（『
左
傳
』「
定
公
十
年
」）

　

人
物
評
価
を
す
る
際
に
『
詩
』
句
を
使
用
す
る
場
合
が
あ
る
。
こ

こ
で
は
君
子
評
と
し
て
「
相
鼠
」
の
第
三
章
が
使
わ
れ
て
い
る
。
晋

の
趙
鞅
（
趙
簡
子
）
が
衛
の
地
で
あ
る
鄟鄟
沢
で
衛
と
盟
を
結
ぶ
た
め
、

渉
佗
と
成
何
を
衛
に
派
遣
し
た
。
し
か
し
、
二
人
は
会
盟
の
席
で
無

礼
な
振
る
舞
い
を
し
た
。
特
に
渉
佗
に
関
し
て
は
、
霊
公
が
歃そ
う

血け
つ

の

儀
式
を
行
お
う
と
し
た
際
、
霊
公
の
手
を
払
い
の
け
、
犠
牲
の
血
を

霊
公
の
腕
に
か
け
て
し
ま
い
霊
公
を
辱
め
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
霊

公
は
晋
か
ら
離
反
し
た
。
晋
の
人
々
は
反
省
し
て
涉
佗
を
逮
捕
し
、

和
議
を
求
め
た
が
つ
い
に
衛
は
許
さ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
礼
に
そ
ぐ

わ
な
い
行
為
を
働
い
た
涉
佗
は
晋
の
人
に
あ
っ
と
い
う
間
に
殺
さ
れ

て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
は
「
相
鼠
」
の
よ
う
に
「
遄遄
死
」
だ
と
言
う
。
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君
子
の
評
価
と
し
て
、
礼
に
そ
ぐ
わ
な
い
行
為
を
働
い
た
者
が
た

ど
っ
た
悲
惨
な
末
路
を
『
詩
』
句
を
以
て
客
観
的
に
評
す
る
の
で
あ

る
。
風
諭
と
し
て
の
効
果
を
こ
の
君
子
評
の
引
『
詩
』
は
有
す
る
の

で
あ
る
。
加
え
て
、
今
ま
で
は
「
相
鼠
」
第
三
章
の
四
句
を
そ
の
ま

ま
賦
し
た
が
、
こ
の
君
子
評
で
は
、
更
に
そ
の
後
ろ
の
二
句
が
引
か

れ
て
い
る
。
詩
句
の
引
用
は
自
由
で
あ
る
と
判
か
る
。

四
︱
六
　

積
善
の
家
に
必
ず
餘
慶
有
り
、
積
不
善
の
家
に
必

ず
餘
殃
有
り

衞
二
亂
女
者
、
南
子
及
衞
伯
姬
也
。
南
子
者
、
宋
女
衞
靈
公
之

夫
人
、
通
於
宋
子
朝
。
太
子
蒯
聵
知
而
惡
之
。
南
子
讒
太
子
於

靈
公
曰
、「
太
子
欲
殺
我
。」
靈
公
大
怒
蒯
聵
。
蒯
聵
奔
宋
。
靈

公
薨
。
蒯
聵
之
子
輒
立
。
是
爲
出
公
。
衞
伯
姬
者
、
蒯
聵
之
姊

也
。
孔
文
子
之
妻
、
孔
悝
之
母
也
。
悝
相
出
公
。
文
子
卒
。
姬

與
孔
氏
之
豎
渾
良
夫
淫
。
姬
使
良
夫
於
蒯
聵
。
蒯
聵
曰
、「
子

苟
能
内
我
於
國
、
報
子
以
乘
軒
、
免
子
三
死
。」
與
盟
、
許
以

姬
爲
良
夫
妻
。
良
夫
喜
以
告
姬
。
姬
大
悅
。
良
夫
乃
與
蒯
聵
入
、

舍
孔
氏
之
外
圃
。
昏
時
二
人
蒙
衣
而
乘
、遂
入
至
姬
所
。
已
食
、

姬
杖
戈
先
。
太
子
與
五
介
冑
之
士
迫
其
子
悝
於
廁
、
強
盟
之
。

出
公
奔
魯
。
子
路
死
之
。
蒯
聵
遂
立
。
是
爲
莊
公
。
殺
夫
人
南

子
、
又
殺
渾
良
夫
。
莊
公
以
戎
州
之
亂
、
又
出
奔
。
四
年
而
出

公
復
入
。
將
入
、大
夫
殺
孔
悝
之
母
而
迎
公
。
二
女
爲
亂
五
世
、

至
悼
公
而
後
定
。『
詩
』
云
、「
相
鼠
有
皮
、
人
而
無
儀
。
人
而

無
儀
、
不
死
何
爲
。」
此
之
謂
也
。
頌
曰
、「
南
子
惑
淫
、
宋
朝

是
親
。
譖
彼
蒯
聵
、
使
之
出
奔
。
悝
母
亦
嬖
、
出
入
兩
君
。
二

亂
交
錯
、
咸
以
滅
身
。」

衞
の
二
亂
女
な
る
者
は
、
南
子
及
び
衞
伯
姬
な
り
。
南
子
な
る

者
は
、
宋
の
女

衞
靈
公
の
夫
人
に
し
て
、
宋
子
朝
と
通
ず
。

太
子
蒯
聵
知
り
て
之
を
惡
む
。
南
子

太
子
を
靈
公
に
讒
し
て

曰
は
く
、「
太
子

我
を
殺
さ
ん
と
欲
す
」
と
。
靈
公
大
い
に
蒯

聵
に
怒
る
。蒯
聵

宋
に
奔
る
。靈
公
薨
ず
。蒯
聵
の
子
輒
立
つ
。

是
れ
を
出
公
と
爲
す
。
衞
の
伯
姬
は
、
蒯
聵
の
姊
な
り
。
孔
文

子
の
妻
に
し
て
、
孔
悝
の
母
な
り
。
悝

出
公
に
相
た
り
。
文

子
卒
す
。
姬

孔
氏
の
豎
渾
良
夫
と
淫
す
。
姬

良
夫
を
蒯
聵
に

使
ひ
せ
し
む
。
蒯
聵
曰
は
く
、「
子

苟
く
も
能
く
我
を
國
に
内

れ
ば
、
子
に
報
ゆ
る
に
乘
軒
を
以
て
し
、
子
に
三
死
を
免
れ
し

め
ん
」
と
。
與
に
盟
ひ
、許
す
に
姬
を
以
て
良
夫
の
妻
と
爲
す
。

良
夫
喜
び
て
以
て
姬
に
告
ぐ
。
姬

大
い
に
悅
ぶ
。
良
夫
乃
ち

蒯
聵
と
入
り
、
孔
氏
の
外
圃
に
舎
る
。
昏
時　

二
人

衣
を
蒙

り
て
乘
り
、
遂
に
入
り
て
姬
の
所
に
至
る
。
已
に
食
し
、
姬

戈
を
杖
つ
き
て
先
だ
つ
。
太
子

五
介
冑
の
士
と
其
の
子
悝
に

廁
に
迫
り
、
強
ひ
て
之
と
盟
は
し
む
。
出
公

魯
に
奔
る
。
子



『
詩
』
の
機
能
に
関
す
る
一
考
察

二
七

路

之
に
死
す
。
蒯
聵

遂
に
立
つ
。
是
れ
を
莊
公
と
爲
す
。
夫

人
南
子
を
殺
し
、又
渾
良
夫
を
殺
す
。莊
公

戎
州
の
亂
を
以
て
、

又
出
奔
す
。
四
年
に
し
て
出
公
復
た
入
ら
ん
と
す
。
將
に
入
ら

ん
と
す
る
に
、
大
夫

孔
悝
の
母
を
殺
し
て
公
を
迎
ふ
。
二
女

亂
を
爲
す
こ
と
五
世
、
悼
公
に
至
り
て
後
に
定
ま
る
。『
詩
』

に
云
ふ
、「
鼠
を
相
る
に
皮
有
り
、
人
に
し
て
儀
無
か
ら
ん
や
。

人
に
し
て
儀
無
く
ん
ば
、
死
せ
ず
し
て
何
を
か
爲
さ
ん
」
と
。

此
の
謂
ひ
な
り
。
頌
曰
は
く
、「
南
子
惑
淫
し
、
宋
朝
是
れ
親

し
む
。
彼
の
蒯
聵
を
譖
し
て
、
之
を
し
て
出
奔
せ
し
む
。
悝
の

母
亦
た
嬖
れ
て
、
兩
君
を
出
入
せ
し
む
、
二
亂
交
錯
し
、
咸
以

て
身
を
滅
ぼ
す
」
と
。



（『
列
女
傳
』「
孽
嬖
傳
」
衛
二
亂
女）
（1
（

）

　

南
子
と
衛
の
伯
姫
と
い
う
国
の
混
乱
を
招
い
た
二
人
の
傾
国
の
女

性
の
話
で
あ
る
。
南
子
も
伯
姬
も
結
局
二
人
と
も
悲
惨
な
最
期
を
迎

え
た
。
女
性
と
て
も
自
分
の
身
分
に
即
し
た
行
為
─
婦
道
を
実
践
す

べ
き
で
あ
る
。
彼
女
等
は
そ
れ
を
知
ら
ず
や
り
た
い
放
題
や
っ
て
し

ま
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
「
相
鼠
」
で
う
た
わ
れ
る
よ
う
な
事
態
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
つ
ま
り
、
彼
女
等
を
止
め
る
こ
と
の
で
き
な

か
っ
た
者
と
も
ど
も
悲
惨
な
目
に
遭
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
無
礼

に
よ
る
弊
害
の
甚
大
さ
を
「
相
鼠
」
を
用
い
る
こ
と
で
読
み
手
に
説

得
し
、
さ
ら
に
彼
女
等
の
不
貞
を
「
相
鼠
」
を
引
用
し
て
酷
評
す
る

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
後
世
へ
の
教
訓
で
も
あ
る
。

　

な
お
、
四
─
五
で
示
し
た
『
左
傳
』
で
は
三
章
が
引
用
さ
れ
、
こ

こ
で
は
一
章
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
恐
ら
く
何
か
し
ら
の
使
い
分
け

が
あ
ろ
う
。
愚
案
す
れ
ば
、『
左
傳
』
に
関
し
て
は
、渉
佗
の
「
遄
死
」

と
い
う
結
果
と
、
三
章
目
の
「
胡
遄
不
死
」
と
結
び
付
け
た
の
で
あ

ろ
う
。
一
方
、『
列
女
傳
』
で
は
身
分
を
僭
越
し
て
淫
行
を
働
き
、

結
局
ま
と
も
な
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を「
不
死
何
為
」

の
句
に
照
ら
し
て
引
用
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
事
件
の

結
果
に
照
ら
し
て
断
章
取
義
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

加
え
て
、『
列
女
傳
』
に
は
他
に
も
「
相
鼠
」
を
引
用
す
る
記
事

が
あ
る
。
以
下
が
そ
れ
で
あ
る
。

倡
后
者
、
邯
鄲
之
倡
、
趙
悼
襄
王
之
后
也
。
前
日
而
亂
一
宗
之

族
。
既
寡
、
悼
襄
王
以
其
美
而
取
之
。
…
倡
后
淫
佚
不
正
、
通

於
春
平
君
、
多
受
秦
賂
、
而
使
王
誅
其
良
將
武
安
君
李
牧
。
其

後
秦
兵
徑
入
、
莫
能
距
。
遷
遂
見
虜
於
秦
、
趙
亡
大
夫
怨
倡
后

之
譖
太
子
及
殺
李
牧
、
乃
殺
倡
后
而
滅
其
家
、
共
立
嘉
於
代
七

年
、
不
能
勝
秦
、
趙
遂
滅
爲
郡
。『
詩
』
云
、「
人
而
無
禮
、
不

死
胡
俟
。」
此
之
謂
也
。
頌
曰
、「
趙
悼
倡
后
、
貪
叨
無
足
。
隳

廢
后
適
、
執
詐
不
愨
。
淫
亂
春
平
、
窮
意
所
欲
。
受
賂
亡
趙
、

身
死
滅
族
。」
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倡
后
な
る
者
は
、
邯
鄲
の
倡
に
し
て
、
趙
の
悼
襄
王
の
后
な
り
。

前
日
に
し
て
一
宗
の
族
を
亂
す
。
既
に
寡
に
し
て
、
悼
襄
王

其
の
美
な
る
を
以
て
し
て
を
取
る
。
…
倡
后

淫
佚
に
し
て
正

し
か
ら
ず
、
春
平
君
に
通
じ
、
多
く
秦
の
賂
を
受
け
て
、
王
を

し
て
其
の
良
將
武
安
君
李
牧
を
誅
ぜ
し
む
。
其
の
後

秦
兵
徑た
だ

ち
に
入
れ
ば
、
能
く
距ふ
せ

ぐ
莫
し
。
遷
（
倡
后
の
子
供
）
遂
に
秦

に
虜
に
せ
ら
れ
、
趙
の
亡
大
夫

倡
后
の
太
子
を
譖
す
る
と
李

牧
を
殺
す
と
を
怨
み
、乃
ち
倡
后
を
殺
し
て
其
の
家
を
滅
ぼ
し
、

共
に
嘉
を
代
に
立
つ
こ
と
七
年
、
秦
に
勝
つ
能
は
ず
、
趙

遂

に
滅
び
て
郡
と
爲
る
。『
詩
』
に
云
ふ
、「
人
に
し
て
禮
無
く
ん

ば
、
死
せ
ず
し
て
胡
を
か
俟
た
ん
」
と
。
此
の
謂
ひ
な
り
。
頌

に
曰
は
く
、「
趙
の
悼
倡
后
、
貪と
ん
と
う叨
足
る
こ
と
無
し
。
后
適
を

隳き
は
い廢
し
、
執
詐
し
て
愨ま
こ
とな
ら
ず
。
春
平
を
淫
亂
し
、
意
の
欲
す

る
所
を
窮
む
。
賂
を
受
け
て
趙
を
亡
ぼ
し
、
身
ら
死
し
て
族
を

滅
ぼ
す
」
と
。



（「
孽
嬖
傳
」
趙
悼
倡
后
）

　

趙
の
破
滅
を
招
い
た
妓
女
で
あ
る
倡
后
の
話
で
あ
り
、『
列
女
傳
』

の
掉
尾
を
飾
る
話
で
あ
る
。
太
子
を
廃
位
に
追
い
込
み
、
名
将
李
牧

を
誅
殺
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
秦
軍
の
侵
入
を
許
し
、
彼
女
は

大
夫
達
の
恨
み
を
買
っ
て
一
族
皆
殺
し
に
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
し
か

し
、
混
乱
は
な
お
収
ま
ら
ず
、
し
ま
い
に
は
趙
は
秦
の
属
郡
と
な
っ

て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
者
は
死
に
も
し
な
い
で
何
待
つ

の
か
。
待
っ
て
い
て
も
仕
方
な
い
、
と
言
う
。
表
面
上
は
彼
女
に
対

す
る
非
難
で
あ
る
が
、
そ
の
内
面
は
不
貞
の
女
性
批
判
を
通
じ
て
、

そ
う
し
た
女
性
を
遠
ざ
け
る
必
要
性
を
説
く
の
で
あ
る
。『
列
女
傳
』

の
二
つ
の
用
例
に
共
通
し
て
言
え
る
こ
と
は
、
ど
ち
ら
も
国
を
破
滅

さ
せ
た
女
性
の
話
で
あ
る
。
所
謂
、『
周
易
』「
坤
」
に
あ
る
「
積
善

の
家
に
必
ず
餘
慶
有
り
、
積
不
善
の
家
に
必
ず
餘
殃
有
り）
（1
（

」
の
「
積

不
善
」
の
如
き
結
果
で
あ
る
。
こ
う
し
た
女
性
の
伝
記
を
通
じ
て
礼

の
重
要
性
を
「
相
鼠
」
と
関
連
さ
せ
て
教
誨
の
よ
う
に
説
得
す
る
の

で
あ
る
。

　

し
か
し
、
次
に
示
す
の
は
礼
が
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
「
積

善
」
を
述
べ
た
部
分
で
あ
る
。

夏
四
月
、
鄭
伯
如
晉
。
公
孫
段
相
。
甚
敬
而
卑
、
禮
無
違
者
。

晉
侯
嘉
焉
、授
之
以
策
曰
、「
子
豐
有
勞
於
晉
國
。
余
聞
而
弗
忘
、

賜
女
州
田
、
以
胙
乃
舊
勳
。」
伯
石
再
拜
稽
首
、
受
策
以
出
。

君
子
曰
、「
禮
其
人
之
急
也
乎
。
伯
石
之
汏
也
、
一
爲
禮
於
晉
、

猶
荷
其
祿
。
況
以
禮
終
始
乎
。
詩
曰
、「
人
而
無
禮
、胡
不
遄
死
。」

其
是
之
謂
乎
。

夏
四
月
、
鄭
伯

晉
に
如ゆ

く
。
公
孫
段
相た
す

く
。
甚
だ
敬
し
て
卑

し
く
し
、
禮
に
違
ふ
者
無
し
。
晉
侯
嘉
し
、
之
に
授
く
る
に
策

を
以
て
し
て
曰
は
く
、「
子
豐
に
晉
國
に
勞
あ
り
。
余
聞
き
て
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忘
れ
ず
、女
に
州
田
を
賜
ひ
て
、以
て
乃
の
舊
勳
に
胙む
く

い
ん
」と
。

伯
石
再
拜
稽
首
し
て
、策
を
受
け
て
以
て
出
づ
。君
子
曰
は
く
、

「
禮
は
其
れ
人
の
急
な
る
か
。
伯
石
の
汏お
ご

れ
る
や
、
一
た
び
禮

を
晉
に
爲
し
、
猶
ほ
其
の
祿
を
荷
ふ
。
況
ん
や
禮
を
以
て
終
始

す
る
を
や
。
詩
に
曰
は
く
、「
人
に
し
て
禮
無
く
ん
ば
、
胡
ぞ

遄
か
に
死
せ
ざ
る
」
と
。
其
れ
是
れ
を
之
れ
謂
ふ
か
」
と
。



（『
左
傳
』
昭
公
三
年
）

　

公
孫
段
（
伯
石
）
が
鄭
伯
を
補
佐
し
て
晋
に
赴
い
た
際
、
礼
に
外

れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
晉
侯
は
公
孫
段
に
州
田
を
与
え
た

と
言
う
。
こ
れ
に
関
す
る
君
子
の
言
葉
と
し
て
、
礼
と
は
人
に
と
っ

て
重
要
な
も
の
で
あ
り
、
彼
は
（
傲
慢
で
あ
っ
た
が
）
礼
を
実
践
し

た
た
め
俸
禄
を
得
ら
れ
た
。礼
を
実
践
す
る
者
は
言
う
ま
で
も
な
い
、

と
い
う
。
そ
し
て
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
「
相
鼠
」
の
よ
う
に
な
る
と

注
意
喚
起
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
礼
が
な
け
れ
ば
身
を
滅
ぼ
す
が
、

礼
に
適
え
ば
そ
の
例
で
は
な
い
と
「
相
鼠
」
を
用
い
て
礼
を
有
し
て

い
た
彼
を
評
価
す
る
と
と
も
に
礼
の
必
要
性
を
説
く
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
注
目
す
べ
き
は
以
上
の
引
詩
の
場
面
で
は
い
ず
れ
も
「
そ

の
引
詩
は
間
違
っ
て
い
る
」
と
い
う
類
の
反
論
は
な
さ
れ
て
い
な
い

と
い
う
事
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
引
『
詩
』
が
行
わ
れ
る
そ
の
現
在
に

お
い
て
、
引
『
詩
』
は
反
論
の
余
地
の
な
い
説
得
の
様
式
で
あ
り
、

あ
る
程
度
の
地
位
を
確
立
さ
せ
て
い
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。ま
た
、

こ
の
引
『
詩
』
は
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
に
お
い
て
、
お
互
い
の
同
意
─

─
換
言
す
れ
ば
共
通
認
識
・
理
解
の
上
に
立
つ
説
得
の
様
式
な
の
で

あ
る
。

四
︱
七
　
自
己
内
省
的
機
能

曹
植
「
上
責
躬
詩
表）
（1
（

（
躬
を
責
む
る
詩
を
上
る
の
表
）」

臣
植
言
、
臣
自
抱
舋
歸
藩
、
刻
肌
刻
骨
、
追
思
罪
戾
、
晝
分
而

食
、
夜
分
而
寢
。
誠
以
天
網
不
可
重
罹
、
聖
恩
難
可
再
恃
。
竊

感
相
鼠
之
篇
、
無
禮
遄
死
之
義
、
形
影
相
弔
、
五
情
愧
赧
。
以

罪
棄
生
、
則
違
古
賢
夕
改
之
勸
。
忍
垢
苟
全
、
則
犯
詩
人
胡
顏

之
譏
。
伏
惟
陛
下
、
德
象
天
地
、
恩
隆
父
母
、
施
暢
春
風
、
澤

如
時
雨
。
是
以
不
別
荊
棘
者
、
慶
雲
之
惠
也
。

臣
植
言
す
、
臣

舋
を
抱
き
藩
に
歸
り
て
よ
り
、
肌
を
刻
み
骨

を
刻
み
、
罪
戾
を
追
思
し
、
晝
分
に
し
て
食
し
、
夜
分
に
し
て

寢
ぬ
。
誠
に
以
へ
ら
く
天
網
は
重
ね
て
罹
る
べ
か
ら
ず
、
聖
恩

は
再
び
恃
む
べ
き
こ
と
難
し
。
竊
か
に
相
鼠
の
篇
の
、
無
禮
遄

死
の
義
に
感
じ
、
形
影
相
弔
ひ
、
五
情
愧
赧
す
。
罪
を
以
て
生

を
棄
つ
れ
ば
、
則
ち
古
賢
夕
改
の
勸
に
違
ふ
。
垢
を
忍
び
て
苟

く
も
全
う
す
れ
ば
、
則
ち
詩
人
胡
顏
の
譏
り
を
犯
す
。
伏
し
て

惟
ふ
に
陛
下
、
德
は
天
地
に
象
り
、
恩
は
父
母
よ
り
も
隆
ん
、

施
は
春
風
よ
り
も
暢
に
し
て
、
澤
は
時
雨
の
ご
と
し
。
是
を
以
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て
荊
棘
を
別
た
ざ
る
者
は
、
慶
雲
の
惠
な
り
。

　

前
項
に
関
し
て
は
す
べ
て
他
者
に
向
け
て
「
相
鼠
」
が
使
用
さ
れ

て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
は
非
難
の
対
象
は
自
分
に
向
け
ら
れ

て
お
り
、
内
省
、
慙
悔
の
よ
う
な
使
用
法
で
あ
る
。
ま
た
、「
竊
感

相
鼠
之
篇
、
無
禮
遄
死
之
義
」
と
「
相
鼠
」
本
文
を
直
接
引
用
し
て

い
な
い
点
か
ら
、
曹
植
の
時
に
は
「
相
鼠
」
は
無
礼
を
戒
め
譏
る
う

た
と
し
て
成
語
化
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、『
詩
』
が
既
に

周
知
の
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
諺
の
よ
う
に
使
わ
れ
出
し
た
こ
と
を

示
す
の
で
あ
る
。
但
し
、
こ
の
時
曹
植
は
本
気
で
「
遄
死
」
と
言
っ

て
い
な
い
。
あ
く
ま
で
曹
丕
に
対
す
る
弁
明
・
弁
解
で
あ
り
、
そ
の

切
実
さ
は
こ
こ
で
は
薄
れ
て
い
る
。

　

な
お
、『
左
傳
』「
文
公
元
年
」
に
は
次
の
様
に
あ
る
。

殽
之
役
、晉
人
既
歸
秦
師
。秦
大
夫
及
左
右
皆
言
於
秦
伯
曰
、「
是

敗
也
、
孟
明
之
罪
也
。
必
殺
之
。」
秦
伯
曰
、「
是
孤
之
罪
也
。

周
芮
良
夫
之
詩
曰
、『
大
風
有
隧
、
貪
人
敗
類
。
聽
言
則
對
、

誦
言
如
醉
。
匪
用
其
良
、覆
俾
我
悖
。』是
貪
故
也
。
孤
之
謂
矣
。

孤
實
貪
以
禍
夫
子
。
夫
子
何
罪
。」
復
使
爲
政

。

殽
の
役
に
、
晉
人

既
に
秦
師
を
歸
す
。
秦
の
大
夫
と
左
右
と

皆
秦
伯
に
言
ひ
て
曰
は
く
、「
是
の
敗
や
、
孟
明
の
罪
な
り
。

必
ら
ず
之
を
殺
せ
」
と
。
秦
伯
曰
は
く
、「
是
れ
孤
の
罪
な
り
。

周
の
芮
良
夫
の
詩
に
曰
は
く
、『
大
風
に
隧
有
り
、
貪
人

類
を

敗
る
。
聽
言
に
は
則
ち
對
へ
、
誦
言
に
は
醉
ふ
が
如
し
。
其
の

良
を
用
ふ
る
に
匪
ず
、
覆
り
て
我
を
し
て
悖
ら
し
む
』
と
。
是

れ
貪
の
故
な
り
。
孤
の
謂
ひ
な
り
。
孤

實
に
貪
り
て
以
て
夫

子
に
禍
す
。
夫
子
何
の
罪
あ
る
か
」と
。
復
た
政
を
爲
さ
し
む
。

　

殽
の
戦
い
の
責
任
は
私
秦
伯
め
に
あ
る
。
そ
れ
は
「
周
芮
良
夫
之

詩
」
の
よ
う
に
利
を
貪
っ
た
私
の
欲
深
さ
が
原
因
で
あ
る
、
と
反
省

の
弁
を
述
べ
る
場
面
で
あ
る
。
伝
文
で
は
「
周
芮
良
夫
之
詩
」
と
し

て
示
さ
れ
て
い
る
こ
の
う
た
は
、『
詩
』
大
雅
・
蕩
之
什
「
桑
柔
」

の
う
た
で
あ
る
。
作
者
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
人
物
が
示
さ
れ
た

珍
し
い
う
た
で
あ
る
。
秦
伯
は
『
詩
』
句
を
内
省
の
如
く
使
用
す
る
。

こ
の
「
桑
柔
」
句
の
引
用
は
、「
孤
實
貪
以
禍
夫
子
。
夫
子
何
罪
。」

か
ら
推
す
に
非
常
に
切
実
な
訴
え
で
あ
る
。
こ
れ
に
比
べ
る
と
曹
植

の
引
用
は
切
実
さ
に
欠
け
る
き
ら
い
が
あ
る
。
た
だ
、『
詩
』
が
自

他
両
方
に
向
け
て
使
用
可
能
で
あ
る
点
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

　

以
上
、『
詩
』が
如
何
な
る
場
面
で
歌
わ
れ
て
い
る
か
を
見
て
き
た
。

す
る
と
、
相
手
も
し
く
は
自
分
を
戒
め
責
め
る
際
に
「
相
鼠
」
を
う

た
う
事
例
が
確
認
で
き
た
。『
詩
』
を
引
用
す
る
者
が
そ
れ
ぞ
れ
シ

チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
各
々
の
『
詩
』
解
釈
を
以
て
引
用
し
た
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
自
分
の
意
見
を
補
強
す
る
─
自
分
の
意
見
を
換
言
す
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る
、
若
し
く
は
自
分
の
言
い
た
い
意
見
を
端
的
に
詩
の
一
句
で
纏
め

る
為
に
『
詩
』
句
が
使
わ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
の

引
『
詩
』
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
（
非
難
や
教
誨
と
い
っ
た
種
々
の

様
式
）
を
添
加
し
得
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
『
詩
』
の
機
能
の

一
つ
で
は
な
い
か
。

　

今
回
は
「
相
鼠
」
に
限
定
し
た
が
、『
左
傳
』
や
『
列
女
傳
』
な

ど
に
は
他
に
も
多
く
の
『
詩
』
が
引
用
さ
れ
て
い
る

。
そ
れ
ら
の

文
献
を
精
密
に
調
査
す
る
こ
と
で
、「
相
鼠
」
篇
と
は
ま
た
違
っ
た

用
法
が
確
認
で
き
、『
詩
』
が
ど
の
様
に
使
用
さ
れ
た
か
に
対
す
る

解
答
を
よ
り
明
確
に
導
き
出
せ
よ
う
。
ま
た
、
上
記
以
外
に
も
例
え

ば
『
新
序
』
な
ど
で
も
「
相
鼠
」
を
引
用
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
す

べ
て
を
検
討
す
る
こ
と
が
本
稿
の
目
的
で
は
な
い
の
で
省
略
す
る
。

い
ず
れ
も
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

五
　
小
結

　

以
上
、「
相
鼠
」
を
引
用
す
る
文
献
を
確
認
し
、
そ
の
様
相
の
一

端
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
。
そ
し
て
、
い
く
つ
か
の
解
釈
及
び
機
能

が
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
改
め
て
示
そ
う
。

〇
「
相
鼠
」
の
解
釈

１
、
衛
文
公
の
事
績
を
歌
た
っ
た
詩
。
─
毛
傳

２
、
高
位
に
在
る
礼
の
無
い
者
を
誹
る
詩
。
─
鄭
箋
、
孔
疏

３
、（
地
位
を
限
定
せ
ず
）
礼
の
無
い
者
を
戒
め
る
詩
。
─
集
傳

〇
「
相
鼠
」
の
機
能

・
相
手
を
説
得
す
る

①
外
交
手
段

②
夫
婦
間
─
妻
が
夫
を
諫
め
る

③
君
臣
間
─
臣
が
君
を
諫
め
る

④
師
弟
間
─
弟
子
の
質
問
に
師
が
「
相
鼠
」
を
以
て
こ
た
え
る
。

⑤

君
子
評
─
君
子
評
と
し
て
「
相
鼠
」
を
引
用
し
て
人
物
を
批
評
す

る
。

⑥

積
善
の
家
に
必
ず
餘
慶
有
り
、
積
不
善
の
家
に
必
ず
餘
殃
有
り
─

礼
の
有
無
に
よ
る
結
果
を
「
相
鼠
」
を
用
い
て
説
く
。

・
自
分
を
説
得
す
る

①
自
身
の
行
い
に
対
す
る
内
省
、
慙
悔

　

些
細
な
差
異
は
あ
る
が
、「
相
鼠
」
の
大
旨
は
皆
「
礼
無
き
者
を
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非
難
す
る
」
点
で
一
致
す
る
と
言
え
る
。

　

ま
た
、「
相
鼠
」
に
み
ら
れ
る
機
能
と
し
て
右
記
の
よ
う
に
纏
め

て
み
た
。
す
る
と
、『
詩
』
句
は
様
々
な
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
使

用
さ
れ
て
お
り
、
各
々
の
解
釈
を
以
て
引
『
詩
』
を
行
っ
て
い
た
。

凡
そ
『
詩
』
を
自
身
の
意
見
に
説
得
力
を
持
た
せ
る
、
納
得
さ
せ
る

た
め
の「
ダ
メ
押
し
」の
よ
う
な
手
段
と
し
て
使
用
す
る
傾
向
に
あ
っ

た
。
同
時
に
『
詩
』
句
は
相
手
ば
か
り
で
は
な
く
、
自
身
に
も
向
け

る
こ
と
が
可
能
だ
と
い
う
点
は
注
目
に
値
す
る
。『
詩
』
は
戦
国
か

ら
漢
代
頃
に
は
、
外
交
辞
令
・
人
物
評
価
及
び
相
手
を
納
得
さ
せ
た

り
、
諫
め
た
り
す
る
時
な
ど
に
使
わ
れ
た
。
こ
の
点
か
ら
推
測
す
る

に
、『
詩
』
が
古
い
言
葉
と
し
て
象
徴
的
な
権
威
を
有
し
、ま
た
『
詩
』

を
単
な
る
民
謡
と
捉
え
た
り
、
儒
教
や
政
治
の
観
点
か
ら
解
釈
し
た

り
す
る
に
止
ま
ら
ず
、
各
人
が
色
々
な
方
面
に
応
用
、
活
用
さ
せ
て

使
用
、
解
釈
す
る
こ
と
が
出
来
た
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
は
つ
い
に
、

曹
植
の
用
例
の
よ
う
に
諺
・
成
語
の
如
く
『
詩
』
句
が
用
い
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
点
か
ら
し
て
明
ら
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、『
詩
』は『
漢

書）
（1
（

』
に
言
う
「
微
言
以
て
相
感
ず
（
以
微
言
相
感
）」、「
必
ら
ず
詩

を
稱
し
て
以
て
其
の
志
を
諭
す
（
必
稱
詩
以
諭
其
志
）」
た
め
の
手

段
と
し
て
『
詩
』
を
用
い
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、前
提
条
件
と
し
て
、書
物
の
中
で
『
詩
』
を
用
い
る
側
（
話

し
手
）
も
聞
く
側
も
、
そ
し
て
そ
の
書
物
を
読
む
側
も
全
て
の
者
が

『
詩
』
句
の
内
容
を
諒
解
し
て
い
る
必
要
が
欠
か
せ
な
い
。
換
言
す

れ
ば
、『
詩
』
の
機
能
に
は
共
通
の
認
識
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、「
毛
傳
」
等
の
解
釈
か
ら
大
き
く
は
離
れ
な
い
ま
で
も
、

前
述
の
よ
う
に
多
様
な
場
面
に
於
い
て
の
解
釈
が
許
さ
れ
た
の
は
、

『
詩
』
を
訓
詁
や
詩
義
に
厳
格
に
拘
る
こ
と
な
く
、
自
由
に
解
釈
で

き
る
気
風
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
引
『
詩
』
の

様
式
が
流
行
し
、
了
承
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
、『
詩
』
が
如
何
に
し
て
よ
ま
れ
た
の
か
、
試
み
に
「
相
鼠
」

を
以
て
努
め
て
そ
の
一
端
を
示
さ
ん
と
し
た
。
な
お
、本
稿
で
は「
相

鼠
」
に
限
っ
て
論
を
進
め
た
が
、そ
れ
ぞ
れ
の
文
献
に
於
け
る
『
詩
』

に
対
す
る
態
度
を
十
分
に
論
及
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。ま
た
、

漢
代
経
学
の
様
相
に
絡
め
て
論
を
展
開
す
る
必
要
が
あ
っ
た
が
、
そ

れ
が
不
十
分
で
あ
る
の
も
手
落
ち
で
あ
る
。
今
後
さ
ら
な
る
研
究
を

進
め
る
次
第
で
あ
る
。
加
え
て
、
こ
う
し
た
引
『
詩
』
の
様
式
は
本

稿
で
掲
載
し
た
典
籍
以
外
に
も
、『
論
語
』
や
『
孟
子
』、『
荀
子
』、

等
で
確
認
で
き
る
。『
詩
』
を
用
い
る
こ
と
は
あ
る
種
、
戦
国
か
ら

漢
代
に
か
け
て
の
流
行
と
も
い
え
る
様
相
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ

は
希
望
的
観
測
に
過
ぎ
な
い
。
こ
う
し
た
様
式
が
漢
代
以
降
に
も
続

い
た
の
か
、
そ
し
て
盛
衰
は
如
何
様
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
も
検

討
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、「
相
鼠
」に
限
定
し
た
た
め
、他
の『
詩
』

句
を
引
用
す
る
諸
原
典
に
お
い
て
も
筆
者
の
意
見
が
合
致
す
る
か
の



『
詩
』
の
機
能
に
関
す
る
一
考
察

三
三

考
察
も
亦
た
検
討
の
余
地
が
あ
る
。
最
後
に
、冒
頭
で
も
触
れ
た
が
、

本
稿
は
物
語
や
説
話
等
を
引
用
し
た
後
に
『
詩
』
を
引
用
す
る
『
韓

詩
外
傳
』
を
考
察
す
る
準
備
と
し
て
行
っ
た
。
次
に
こ
の
研
究
に
移

る
次
第
で
あ
る
。
以
上
、
様
々
な
瑕
疵
が
あ
る
こ
と
は
承
知
の
上
で

あ
る
が
、
一
先
ず
擱
筆
す
る
。

注（
１
）　

引
詩
に
関
す
る
研
究
と
し
て
、
中
島
氏
の
他
に
荻
野
友
範
氏
「『
墨
子
』

引
詩
考
」（
中
国
文
学
研
究　

二
〇
〇
四
年
）、
山
邊
進
氏
「『
論
語
』
に
於

け
る
引
『
詩
』
に
つ
い
て
」（
二
松
学
舎
大
学
論
集　

二
〇
〇
四
年
）、
同

氏
「『
孟
子
』
に
於
け
る
引
『
詩
』
に
つ
い
て
」（
二
松
学
舎
大
学
論
集　

二
〇
〇
五
年
）、
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
中
国
の
研
究
と
し
て
、『
詩
經
集

校
集
注
集
評
』、曽
小
夢
氏
『
先
秦
典
籍
引
詩
研
究
』
朱
自
清
氏
『
詩
言
志
辨
』

な
ど
が
あ
る
。

（
２
）　
『
支
那
学
研
究
』
十

一
九
五
三
年
十
一
月

（
３
）　

十
三
經
注
疏
『
毛
詩
注
疏
』
藝
文
印
書
館　

民
国
七
十
八
年
（
一
九
八
九

年
）
一
月

（
４
）　
『
詩
』
の
な
か
で
「
鼠
」
が
登
場
す
る
う
た
と
し
て
魏
風
「
碩
鼠
」
が
あ
る
。

「
碩
鼠
」
は
そ
の
「
毛
傳
」
に
「
碩
鼠
の
う
た
は
重
税
を
非
難
す
る
う
た
で

あ
る
。
君
は
蚕
が
葉
を
食
う
よ
う
に
人
々
を
食
い
も
の
し
、
政
治
も
執
り

行
わ
な
い
。
こ
の
様
は
ま
さ
に
お
お
ね
ず
み
の
様
で
あ
る
（
碩
鼠
刺
重
斂
。

國
人
刺
其
君
重
斂
、
蠶
食
於
民
、
不
脩
其
政
。
貪
而
畏
人
若
大
鼠
）」
と
述

べ
る
。
鼠
は
人
々
の
忌
避
の
対
象
だ
と
分
か
る
。
し
か
し
、「
相
鼠
」
に
於

い
て
は
そ
ん
な
鼠
よ
り
も
劣
る
人
が
い
る
の
だ
と
い
う
。「
相
鼠
」
が
い
か

に
激
し
い
非
難
を
加
え
る
う
た
で
あ
る
か
想
像
に
難
く
な
い
。

（
５
）　

中
華
書
局　
『
中
國
古
典
文
學
基
本
叢
書
』　

二
〇
一
七
年

（
６
）　

十
三
經
注
疏
『
孝
經
注
疏
』
藝
文
印
書
館　

民
国
七
十
八
年
（
一
九
八
九

年
）

（
７
）　

十
三
經
注
疏
『
春
秋
左
傳
正
義
』
藝
文
印
書
館　

民
国
七
十
八
年

（
一
九
八
九
年
）

（
８
）　

新
編
諸
子
集
成　
『
白
虎
通
疏
證
』　

一
九
九
四
年

（
９
）　

續
經
解
毛
詩
類
彙
篇
⑴　
『
詩
毛
氏
傳
疏
』　

藝
文
印
書
館　

一
九
八
七

年　
「『
白
虎
通
義
』「
諫
諍
篇
」
云
、『
妻
諫
夫
之
詩
』
當
本
「
魯
詩
」。
與
『
左

氏
傳
』
不
合
。」

（
10
）　
『
詩
三
家
義
集
疏
』
中
華
書
局　

二
〇
一
一
年　
「
後
來
皆
以
爲
刺
無
禮

之
詩
、
固
人
人
能
言
之
矣
。」
ま
た
、
王
先
謙
は
、「
注
、
魯
説
曰
、『
妻
諫

夫
也
。』
疏
、『
妻
諌
夫
也
』
者
、『
白
虎
通
』「
諫
諍
篇
」、『
妻
得
諫
夫
者
、

夫
婦
一
體
、
榮
恥
共
之
。
詩
曰
、『
相
鼠
有
體
人
而
無
禮
人
而
無
禮
胡
不
遄

死
。』
此
妻
諫
夫
之
詩
也
。」
と
言
い
、「
相
鼠
」
篇
を
「
妻
が
夫
を
諫
め
る
詩
」

と
解
す
る
の
は
「
魯
詩
」
の
説
で
あ
り
、『
白
虎
通
』
は
こ
れ
に
基
づ
く
と

指
摘
す
る
。

（
11
）　

點
校
本
二
十
四
史
修
訂
本
『
史
記
』　

二
〇
一
三
年



三
四

國
學
院
中
國
學
會
報
　
第
六
十
五
輯

（
12
）　

十
三
經
注
疏
『
禮
記
注
疏
』
藝
文
印
書
館　

民
国
七
十
八
年
（
一
九
八
九

年
）

（
13
）　

四
部
叢
刊
『
古
列
女
傳
』
臺
灣
商
務
院
書
館　

一
九
六
七
年

（
14
）　

十
三
經
注
疏
『
周
易
注
疏
』
藝
文
印
書
館　

民
国
七
十
八
年
（
一
九
八
九

年
）

（
15
）　
『
文
選
』
藝
文
印
書
館　

民
国
五
十
六
年
（
一
九
六
七
年
）

（
16
）　
『
漢
書
』（
點
校
本
二
十
四
史
）
中
華
書
局　

一
九
六
二
年

〔
キ
ー
ワ
ー
ド
〕　

詩
経
、
相
鼠
、
引
詩
、
機
能
、
説
得
様
式


